
（参 考）
○施策の提案に係る事務フロー図

提 案 者 担当課・室等 審議会 備 考食の 安 心・ 安全
プロジェクト

・ 食の安心・安全プロジェクトが提
案施策の内容について確認し、当該
施策に係る担当課・室等を仮に特定

、 。した上で 当該課・室等が立ち会う
（複数の担当課・室等が立ち会う
場合がある ）ただし 、特定でき説 明 説 明 。
ない場合は、食の安心・安全プロ
ジェクトのみで説明等を行う。

・ 相談者に施策の提案の手続を説明
する。

・ 提案者が府民又は食品関連事業者
であることを施策提案書の記載で確
認する。

・ 食の安心・安全プロジェクトが施
策提案書を受け付けた後、正式に担
当課・室等を特定し（複数の担当課
・室等を特定する場合がある 、速。）
やかにその写しを当該担当課・室等
に送付するものとする。ただし、担
当課・室等が特定できない場合は、
食の安心・安全プロジェクトが担当
する。

・ 提案施策及びこれに係る施策の現
状、施策の提案の端緒となった事案調 査 調 査
等について調査する。また、当該調
査結果等に基づいて、施策の提案の（ ）諮問
趣旨に沿った措置を講じるか否かの
検討を行う。

・ 必要に応じて審議会の意見を聴く（ ）答申
ものとする。検 討 検 討

・ 施策の提案に係る処理に当たって
は、事前に食の安心・安全プロジェ
クトと担当課・室等とが協議する。

なお、協議に当たっては、施策検処理決定 処理決定
討結果通知書（案 、処理の内容がわ）
かる書類等を準備する。

施策検討 施策検討結果 ・ 施策の提案に対して処理を決定し
結果通知 通知書の送付 たときは、食の安心・安全プロジェ
書 クトは、速やかに、施策検討結果通

知書を提案者に通知するとともに、
施策検討結果 施策検討結果 その写しを担当課・室等に送付する
通 知 書 （写） 通知書（写） ものとする。
の送付

・ 施策の提案に係る処理を決定した
場合は、速やかに当該処理の内容を
実施するものとする。

処理の内容
の実施
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